
主 な 内 容
●❶面 ● 平成26年4月1日から消費税

率等が改正されます
●❷面

平成25年度　水のある風景写真コンテスト入賞作品平成25年度　水のある風景写真コンテスト入賞作品
「ヨット、走れ！」相模原市　本山　芳郎さん「ヨット、走れ！」相模原市　本山　芳郎さん（撮影場所：（撮影場所：相模原市－津久井湖城山公園水の苑地相模原市－津久井湖城山公園水の苑地））

平成26年（2014）3月
第61号（年4回発行）

神 奈 川 県 営 水 道
森の恵みをあなたのもとへ

いずみちゃんしんちゃん

●❸面 ● 環境に配慮した取組
 ● 県営水道モニター募集

●❹面 ● 水道メータ（量水器）の取替え
にご協力を

 ●悪質な業者や詐欺にご注意ください

県営水道事業経営計画
を策定します

特 集

カッピー

おかげさまで80周年
安心と安全を届けます

http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f27

http://www.pref.kanagawa.jp/mbl/f100012/

●受 付　平日/午前8時30分～午後7時　土曜日/午前8時30分～午後5時
　※上記お取扱いをFAXでも受け付けています。詳細は、ホームページをご覧ください。

蕭0570-014032（FAXナビダイヤル）FAXナビダイヤルでの通話は、横浜市内への通話料金がかかります。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f8000/

神奈川県営水道お客さまコールセンター

ナビダイヤルをご利用できない場合 蕕045-345-1211

ナビダイヤル 蕕0570-005959

企業庁のホームページ

相模原市（一部の地域を除く）、鎌倉市、逗子市、葉山町（一部の地域を除く）、藤沢市、茅ヶ崎市、寒川町、
平塚市（一部の地域を除く）、小田原市（一部）、大磯町、二宮町、厚木市、伊勢原市、愛川町（一部）、
海老名市、綾瀬市、大和市、箱根町（一部）

神奈川県営水道
給 水 区 域

　平成25年度水のある風景写真コンテストにご応募いただきありがとうございました。
　474点の応募作品の中から、大河原雅彦氏（元神奈川新聞社写真部長）に審査をお願いし、12点の入賞作品
が決定しました。入賞作品はホームページでご紹介しています。なお、応募された作品は今後広報紙などで活用
させていただきます。

 http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f41151/p28623.html

相模原水道営業所　蕕042-755-1132
相模原南水道営業所　蕕042-745-1111
津久井水道営業所　蕕042-784-4822
鎌倉水道営業所　蕕0467-22-6200
藤沢水道営業所　蕕0466-27-1211
茅ヶ崎水道営業所　蕕0467-52-6151

平塚水道営業所　蕕0463-22-2711
厚木水道営業所　蕕046-224-1111
海老名水道営業所　蕕046-234-4111
大和水道営業所　蕕046-261-3256
箱根水道営業所　蕕0460-82-4306

問い合わせ先　県企業庁経営課　蕕045-210-7215

水道営業所
販 売 価 格 2,160円

※神奈川フィルハーモニー管弦楽団を応援しています。
詳しくは、ホームページをご覧ください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f41151/p494867.html

（24本入り）１箱

１本

森のハーモニー神奈川のおいしい水
お近くの水道営業所で販売しています。災害用の飲料水としても、ぜひご活用ください。

神奈川県営水道ペットボトル水

100円（500ml）

水道営業所

便利な口座振替・クレジットカード払いのご案内便利な口座振替・クレジットカード払いのご案内

平成26年４月１日から消費税率等が改正されます平成26年４月１日から消費税率等が改正されます
　消費税法の一部改正により、平成26年4
月1日から消費税率（地方消費税含む）が５
％から８％になります。
　ただし、水道料金については、経過措置に
より前回検針日から次回検針日までの期間に
3月が含まれる場合は５％、含まれない場合
は８％の税率を適用します。

問い合わせ先　お客さまコールセンター　蕕0570-005959

※ 前回検針日及び次回検針日は、検針時に配布する「上
下水道使用量のお知らせ」等に記載されています。 
※ 下水道使用料については、お住まいの市町の下水道担
当課までお問い合わせください。

　上下水道料金のお支払いは、口座振替・クレジットカード払いが便利で
す。一度のお手続きで上下水道料金の自動引き落としができます。
●お申し込み方法
詳細は、ホームページ（「上下水道料金のお支払い方法」のページ）

　県営水道給水区域内の引っ越し手続き（転出、転入、口座・クレジットカード
払いの継続）が一度で完了します。

または、お客さまコールセンター蕕0570-005959へお問い合わせください。
http://www.pref.kanagawa.jp/cnt/f8002/p28739.html

お引っ越し等に伴うお問い合わせはこちら

（日曜・祝日及び12/29～1/3を除く）

消費税法改正に伴う新・旧税率適用日の例
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検針 検針月 税率 2/1 3/1 4/1
税率改正日

5/1 6/1 7/1

5％

8％

5％

8％

検針月が2月
と4月の場合
検針月が4月
と6月の場合
検針月が3月
と5月の場合
検針月が5月
と7月の場合

前回：2/10～次回：4/11

前回：4/2～次回：6/3

前回：5/12～次回：7/11

前回：3/11～次回：5/9

アクアくん
カッピー

神奈川県モバイルサイト
「かなぽけっと」神奈川県営水道のページ


